
相続税の納税は相続人全員の連帯責任 

遺産分割が終わり、申告書を提出して自

身の相続税の納税は済んでいるのに、共同

して申告した者に相続税の滞納が生じると、

あなたにも滞納者の相続税の納付義務があ

ると通知されることをご存知ですか？ 

相続税の扱いでは、各相続人等が相続や

遺贈で取得した財産の価額から相続税額を

控除した残額を相続人等の受けた利益とし

て、その範囲内で各相続人等が相互に連帯

して相続税を納付する義務を負っています。 

例えば、兄弟３人の相続人で、次男が相

続税を滞納すると、長男、三男には、自身の

受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税に

ついて納付義務が生じます。 

連帯納付義務者に届く納付通知書 

滞納している相続人が税務署から督促を

受けた後、1 か月経過すると、税務署は連帯

納付義務者となる相続人、受遺者に、相続

税が完納されていない旨のお知らせを送付

します。その後、連帯納付義務者に納付を

求める場合、連帯納付義務者に納付通知書

を送付します。納付通知書には①相続税が

完納されていない旨②相続人、受遺者には

連帯納付義務がある旨③その相続に係る被

相続人の氏名等が記載されています。 

未納の連帯納付義務者に督促状を送付 

連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2

か月以内に完納されない場合は、連帯納付

義務者に督促状が送付されます。 

 なお、申告期限から５年以内に通知がな

い場合、相続人が延納や納税猶予を受けて

いる場合は、連帯納付義務は生じません。

納付されるまでの間、連帯納付義務者には

利子税が課されます。 

相続人に連帯納付義務を課す理由 

相続税は、相続財産の総額に課税され、

これを相続人、受遺者が取得した財産の価

額に応じて各人の納付税額が算定されます。 

税務署が財産を取得した全ての相続人、

受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏

れを防ぐことにあります。実務と異なりま

すが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、

残った財産を遺産分割すると考えれば、連

帯納付義務に納得しやすいかもしれません。 

遺産分割協議は納税義務を含めて合意する 

 相続財産のうちに売却困難な不動産があ

るときは、相続税の納税資金を確保できる

よう事前に検討しておくことが大事です。

また、遺産分割の際は、相互に相続税の連

帯納付義務があることを合意しておくこと

が必要と言えそうです。 
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相続税の連帯納付義務 

不動産を引き継ぐときは、

相続税の納税資金を確保

することも大事です。 
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